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平成２５年１０月から平成２７年３月までにおける 

北海道地区の消費税転嫁対策の取組について 

 

平成２７年６月１１日 
公正取引委員会事務総局 
北 海 道 事 務 所 

 

はじめに 

公正取引委員会は，平成 26年４月１日の消費税率の引上げを踏まえ，消費税の円滑かつ適正

な転嫁を確保する観点から，消費税の転嫁拒否等の行為（以下「転嫁拒否行為」という。）の未

然防止のための取組と，転嫁拒否行為に対する迅速かつ厳正な対処のための取組を進めてきた

ところである。 

北海道事務所においても，転嫁拒否行為等に対して迅速かつ厳正に対処することを目的とし

て，平成 25年 10月１日に「消費税転嫁対策調査室」を設置し，北海道事務所管内において消

費税転嫁対策に係る取組を実施してきたところ，平成 25年 10月から平成 27年３月までの管内

における取組状況は以下のとおりである。 

 

第１ 転嫁拒否行為に対する迅速かつ厳正な対処のための取組 

１ 調査及び処理の概況 

管内において調査に着手した転嫁拒否行為に係る事案は 74 件であり，25 件について立入

検査を実施した。調査の結果，転嫁拒否行為が認められた 34 件について指導を行っている。

主な指導の概要は別紙のとおりである。 

 

表１：転嫁拒否行為に対する対応状況（注１） 

 
調査着手（注２） 立入検査 

処 理 

勧告 指導 

全国 ２，５６７ ７４７ 
１９ 
≪４≫ 

１，０４０ 
≪８０≫ 

北海道地区 ７４ ２５ 
０ 

≪０≫ 

３４ 
≪２≫ 

（注１） 平成27年３月までの累計（平成25年10月～平成27年３月）。以下表２，表３及び表４において同じ。≪ ≫内の件
数は，大規模小売事業者に対する勧告又は指導の件数で内数である。 

（注２） 調査着手件数には，中小企業庁長官からの措置請求に基づくものを含み，全国には３件が含まれている。 
 

２ 業種別の処理状況 

指導の件数について業種別で分類すると，管内においては小売業が８件（23.5％）と最も

多く，以下，技術サービス業（広告・建築設計業等）が５件（14.7％）と続いている。 

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局 北海道事務所 消費税転嫁対策調査室 

電話０１１－２３１－６３００（代表） 

ホームページ http://www.jftc.go.jp/regional_office/hokkaido/ 
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表２：勧告及び指導件数の内訳（業種別）（注１） 

業種 
全国 北海道地区 

勧告 指導 合計（割合） 勧告 指導 合計（割合） 

建設業 ０ ７３ 
７３ 

（６.９％） 
０ ２ 

２ 

（５.９％） 

製造業 ０ ３３７ 
３３７ 

（３１.８％） 
０ １ 

１ 

（２.９％） 

情報通信業 １ ７２ 
７３ 

（６.９％） 
０ １ 

１ 

（２.９％） 

運輸業（道路貨

物運送業等) 
０ ８９ 

８９ 

（８.４％） 
０ ２ 

２ 

（５.９％） 

卸売業 １ ８８ 
８９ 

（８.４％） 
０ ２ 

２ 

（５.９％） 

小売業 ４ １３４ 
１３８ 

（１３.０％） 
０ ８ 

８ 

（２３.５％） 

不動産業 ２ ２４ 
２６ 

（２.５％） 
０ １ 

１ 

（２.９％） 

技術サービス業

（広告・建築設

計業等） 

０ ６４ 
６４ 

（６.０％） 
０ ５ 

５ 

（１４.７％） 

医療福祉 １ ７ 
８ 

（０.８％） 
０ ０ 

０ 

（０.０％） 

事業サービス業

（ビルメンテナ

ンス業・警備業

等） 

０ １９ 
１９ 

（１.８％） 
０ ０ 

０ 

（０.０％） 

その他（注２） １０  １３３ 
 １４３ 

（１３.５％） 
０ １２ 

１２ 

（３５.３％） 

合 計 １９ １，０４０ １，０５９ ０ ３４ ３４ 

（注１） 複数の業種にわたる事業者が勧告又は指導の対象となった場合は，当該事業者の主な業種を１件として計上している。 
（注２） 「その他」は，旅行業，自動車整備業・機械等修理業，労働者派遣業等である。 

 

３ 行為類型別の処理状況 

指導について行為類型別で分類すると，管内においては買いたたき（消費税転嫁対策特別

措置法第３条第１号後段）が 23件（65.7％）となっており，延べ合計 35件のうち大半を占

めている。 
 

表３：勧告及び指導件数の内訳（行為類型別） 

行為類型 
全国 北海道地区 

勧告 指導 合計（割合） 勧告 指導 合計（割合） 

減額 ３ ３３ 
３６ 

（３.３％） 
０ ０ 

０ 

（０.０％） 

買いたたき １９ ７４８ 
７６７ 

（７０.５％） 
０ ２３ 

２３ 

（６５.７％） 

役務利用・利益

提供の要請 
０ ４６ 

４６ 

（４.２％） 
０ ２ 

２ 

（５.７％） 

本体価格での交

渉の拒否 
０ ２３９ 

２３９ 

（２２.０％） 
０ １０ 

１０ 

（２８.６％） 

合 計（注） ２２ １，０６６ １，０８８ ０ ３５ ３５ 

（注） 事業者の中には，複数の行為を行っている場合があり，表１及び表２に記載の件数とは一致しない。 
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４ 特定供給事業者が被った不利益の原状回復の状況 

管内においては，平成 27年３月までに，転嫁拒否行為によって特定供給事業者が被った不

利益について，特定事業者６名から，特定供給事業者 760名に対し，総額 272万円の原状回

復が行われた。 

 

５ 転嫁拒否行為等に関する相談件数 

転嫁拒否行為等に関する事業者からの相談や情報提供を一元的に受け付けるための相談窓

口を平成 25年 10月１日に北海道事務所に設置し，当該相談窓口において 53件の相談に対応

した。 

 

表４：転嫁拒否行為等に関する相談件数 

 平成２５年度 平成２６年度 合計 

全国 ３，１７９ １，４２０ ４，５９９ 

北海道地区 ２８ ２５ ５３ 

（注） 転嫁カルテル及び表示カルテルの届出に関する相談を含む。 

 

６ 事業者及び事業者団体に対するヒアリング調査 

様々な業界における転嫁拒否行為に関する情報や取引実態を把握するため，管内において

344名の事業者及び 45の事業者団体に対してヒアリング調査を実施した。 

 

表５：事業者及び事業者団体に対するヒアリング調査の実施件数 

 事業者 事業者団体 

全国 北海道地区 全国 北海道地区 

平成２５年度  １，３２６  ９８   ４０１   １ 

平成２６年度  ８，７４４ ２４６ １，２６３ ４４ 

合計 １０，０７０ ３４４ １，６６４ ４５ 

 

７ 移動相談会 

事業者にとって，より一層相談しやすい環境を整備するため，管内において移動相談会を

４回実施した。 

 

表６：移動相談会の実施回数 

 平成２５年度 平成２６年度 合計 

全国 ７５ ４７ １２２ 

北海道地区   ２  ２    ４ 
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第２ 転嫁拒否行為の未然防止のための取組 

 １ 公正取引委員会主催説明会 

消費税転嫁対策特別措置法の内容を広く周知するため，事業者及び事業者団体を対象とし

て，公正取引委員会主催の説明会を管内において実施した（３か所合計４回）。 

 

表７：公正取引委員会主催説明会の実施回数 

 平成２５年度 平成２６年度 合計 

全国 ４０ ３０ ７０ 

北海道地区  ３  １   ４ 

 

２ 講師派遣 

管内において，商工会議所，商工会及び事業者団体が開催する説明会等に，公正取引委員

会事務総局の職員を講師として 14回派遣した。 

 

表８：講師の派遣回数 

 平成２５年度 平成２６年度 合計 

全国 ３８４ ５９ ４４３ 

北海道地区  １２  ２  １４ 

 

第３ 転嫁カルテル及び表示カルテルの届出 

平成 25年 10月１日から消費税の転嫁の方法の決定に係る共同行為（転嫁カルテル）及び

消費税についての表示の方法の決定に係る共同行為（表示カルテル）の届出の受付を開始し，

管内において，転嫁カルテル２件，表示カルテル２件の合計４件の届出を受け付けた。 

また，届出書の記載方法等に関して，管内において 12件の相談に対応した。 

 

表９：転嫁カルテル及び表示カルテルの届出件数 

 
転嫁カルテル 表示カルテル 合計 

全国 北海道地区 全国 北海道地区 全国 北海道地区 

平成２５年度 １５２ １ １３６ ２ ２８８ ３ 

平成２６年度  １３ １   ３ ０  １６ １ 

合計 １６５ ２ １３９ ２ ３０４ ４ 

 

表10：届出に関する相談件数 

 平成２５年度 平成２６年度 合計 

全国 １，２３５ ５０ １，２８５ 

北海道地区    １１  １    １２ 
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別紙 

 

主な指導事例 

 

１ 買いたたき（第３条第１号後段） 

業種 概 要 

建設業 Ａ社は，外壁塗装等の工事を委託している事業者（特定供給事業者）に

対し，平成 26 年４月１日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることな

く，消費税込みの委託代金を据え置くこととしていた。 

広告業 Ｂ社は，ポスティング業務を委託している者（特定供給事業者）に対し，

平成 26 年４月１日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく，消

費税込みの委託代金を据え置いていた。 

機械等修理業 Ｃ社は，工場の整備，補修等を委託している事業者（特定供給事業者）

に対し，平成 26 年４月１日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすること

なく，消費税込みの委託代金を据え置いていた。 

金融業 Ｄ社は，不動産管理業務を委託している事業者（特定供給事業者）に対

し，平成 26年４月１日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく，

消費税込みの委託代金を据え置いていた。 

農業 Ｅ社は，農作業を委託している事業者（特定供給事業者）に対し，平成

26年４月１日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく，消費税込

みの委託代金を据え置いていた。 

学習支援業 Ｆ社は，自社が経営する学習塾の教室施設等の賃貸人（特定供給事業者）

に対し，平成 26 年４月１日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすること

なく，消費税込みの賃料を据え置いていた。 

 

２ 利益提供の要請（第３条第２号） 

業種 概 要 

小売業 大規模小売事業者であるＧ社は，自社で販売する衣料品等の納入業者

（特定供給事業者）に対し，平成 26 年４月１日からの消費税率の引上げ

に伴い，自社の費用負担を明確にすることなく，値札の様式を消費税率の

引上げに対応したものに変更し，当該値札を貼付して納入することを要請

した。 

 

３ 本体価格での交渉の拒否（第３条第３号） 

業種 概 要 

自動車整備業 Ｈ社は，自動車の板金塗装作業を委託している事業者（特定供給事業者）

に対し，平成 26 年４月１日以後の価格交渉において，当該事業者から本

体価格（税抜価格）による価格交渉を求められても，交渉に応じないこと

としていた。 
 


